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板橋キャンパス事務部  

 

 

出張申請・旅費精算（eKeihi）の申請について 

 

  

標題の件、旅費システムの運用において、導入時からの変更点や不備が多い点についてご

確認の上、適切な手続きをいただきますようお願い申し上げます。 

 

 

記 

 

 ≪申請期限について≫ 

「学会等」出張は 1か月前、「公的」出張は原則 2週間前までに出張申請を行ってく

ださい。申請の際は、根拠となる資料の添付が必須です。やむを得ず上記期限を過ぎ

ての申請をする場合は、超過理由の記載およびそれがわかる資料の添付も必要となり

ます。 

 

≪報酬・謝金等の明細について≫ 

「公的」出張の場合、「報酬・謝金等の有無」を備考欄に記載してください。「有」

の場合は、添付する依頼状等に「報酬・謝金等の有無」、「金額」が記載されているこ

とを確認して申請してください。 

 

≪旅費精算時の添付資料について≫ 

精算申請の際、新幹線など特急料金や航空機代が発生した交通費精算は、必ず領収

書を添付して下さい。なお、乗車券や半券、クレジットカード明細等の添付の必要は

ありません。宿泊費精算の場合は、領収書と宿泊明細書を添付して下さい。クレジッ

トカード明細等の添付の必要はありません。 

 

以上  

 

 


